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前 書 き 
 

規制は、社会秩序の維持、生命の安全、環境の保全、消費者の保護等の行政目的の

ため、国民の権利や自由を制限し、又は国民に義務を課すものである（「規制の事前

評価の実施に関するガイドライン」（平成19年８月24日政策評価各府省連絡会議了

承））。 

また、規制は、国民の生命や財産を守り、豊かな生活を維持するために必要不可欠

なものであるが、それが弱過ぎると意図した効果を得られず、強過ぎると弊害が生じ

るおそれがあり、時代の変化や技術の進歩に応じて再検討しなければ、規制が原因と

なって、事業者の技術開発を遅らせ、財・サービスの品質や価格を固定させてしまう

といった弊害が生じるおそれがある。 

このため、政府では、民間投資を喚起し、生産性を高めるとともに、潜在的な需要

を顕在化させるなど、豊かな国民生活を実現するために不可欠な政策ツールとして、

規制改革を最重要課題の一つとして位置付け、継続的に規制の見直しを行ってきてお

り、「規制改革実施計画」（平成26年６月24日閣議決定）では、「規制改革に関する第

２次答申」（平成26年６月13日規制改革会議）を踏まえ、また、「日本再興戦略 改訂

2014」（平成26年６月24日閣議決定）の推進に当たり阻害要因を除去するため、「健康・

医療」、「雇用」、「創業・IT等」、「農業」及び「貿易・投資等」が改革の重点分野とさ

れた。一方、このような大胆な取組に加え、規制改革では、社会秩序の維持、生命の

安全、環境の保全、消費者の保護などの規制の目的を損なうことなく、制限している

国民の権利や自由又は国民に課している義務を必要最小限のものとすることが求め

られている。 

この調査は、以上のような状況を踏まえ、規制に伴う国民や事業者の負担を必要最

小限のものとする観点から、規制の実施状況、規制に伴う国民の負担の状況などを調

査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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